
重点分野 回答省庁 指摘事項に対する回答

1

自治体に対して、本年３月末に「可能な限り平成29年
秋頃から電子入力を用いた運用を開始できるよう」対
応を依頼した結果について、早急に調査すべきであ
る。また、標準様式を広く普及させるため、本日の審
議（参考資料等）を踏まえて、事業者にとって一括処
理が可能であり、かつ、自治体の複数の選択（追加
項目等）にも対応できるよう標準的様式を見直し、改
めて自治体に対して再度通知を出すべきである。具
体的な調査方法、見直しの内容及び対応スケジュー
ルを示されたい。

内閣官房
内閣府
厚生労働省

本年３月に通知した「電子入力対応様式を用いた運用」及び本年８月に通知した
「標準的様式の活用」について、年内に、現在の活用状況、今後の活用予定等に
関する調査を自治体に依頼する。

また、当該調査の依頼と併せて、標準的様式の活用方法に関する留意事項（項目
を加除修正する場合には当該様式の枠を修正せず、備考欄以降に必要項目を追
加したり、不要項目を明示したりすべきこと等）を示すとともに、改めて「電子入力
対応様式を用いた運用」や「標準的様式の活用」を自治体に依頼する。

さらに、当該調査の結果や行政手続部会での審議内容等を踏まえて、標準的様
式の見直しを含め必要な対応を検討してまいりたい。

2

行政上の文書については、私人間の権利関係のよう
な厳格な証明は不要である（本件においても法人の
印鑑証明書を求めているものではない）と考えられる
ため、就労証明書への社印等の押印を省略すべき
である。

内閣府
厚生労働省

待機児童問題がある中で、社印等の押印を省略した場合、就労証明書の偽造が
誘発され、そのような社会的信頼性に欠ける就労証明書を用いて支給認定や利
用調整の手続を行うことはできないとの自治体の意見もあるため、かえって標準
的様式の普及を妨げるおそれがある。このため、現時点において、社印等の押印
を省略することは困難である。

3

内閣府の基本計画のコスト計測について、現状の作
業時間は、本年の医療・介護・保育ＷＧにおいて、事
業者が提出した作業時間を用いている一方で、削減
効果については、事業者による試算値（62％の削減）
から大きく下がっている（23％の削減）。事業者に標
準様式を示してヒアリングをした上で、内閣府による
具体的な試算方法やその相違が生じた具体的な要
因について、示されたい。

内閣府

基本計画に記載のある現状の作業時間については、事業者（ＮＴＴデータ）が作成
した作業時間を用いた。

改善後の作業時間については、事業者は、手書き及び手入力を排除し、人事給与
システムより帳票を半自動出力化することを前提としているが、全ての企業が現時
点でそのような対応を取ることは困難であると考えられることから、内閣府として
は、より確実かつ現実的に削減が見込まれるものを前提とした。

具体的には、一定の標準化をしたことにより、作成時間については約３割減（事業
者は約８割減）、元々手作業が残っているチェック・押印・郵送時間については、
チェック部分での短縮により約１．５割減（事業者は約４割減）としている。

なお、標準的様式を事業者に示して上記の前提の違いについて確認をした。

省庁ヒアリング（平成29年9月19日）における指摘事項に対する回答

指摘事項

従業員からの
請求に基づく
各種証明書
類の発行

１．従業員からの請求に基づく各種証明書類の発行
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１．従業員からの請求に基づく各種証明書類の発行

２．従業員の労務管理に関する手続



重点分野 回答省庁 指摘事項に対する回答

厚生労働省

労働基準法等の手続については、すでに他分野の手続において電子申請を活用
している企業等を最初のターゲットとして、電子申請の手順を解説したリーフレット
等により、電子申請の普及促進を図ってまいりたいと考えている。

さらに、これまで電子申請を利用したことがない企業等にも電子申請を利用いただ
けるよう、
・窓口に届出があった際などあらゆる機会を通じて電子申請の利用勧奨を行う
・厚労省ＨＰに労働基準法等の手続に係る電子申請のページを新設し、電子申請
周知リーフレットや手続の進め方の解説を掲載する
・関係団体に対し、電子申請の利用促進について要請を実施する
等の方法により積極的な周知を行ってまいりたい。

国土交通省

普及・啓蒙の方法は、事業者団体や運輸局等の窓口を通じて行う方法が良いと考
えている。

なお、申請者が電子申請を利用できる環境にあるのかなど、実態を把握・分析した
上で、具体的な取組を検討したい。

2

労働基準法等の手続において、電子申請時に控えを
申請者に返送するために、平成30年度を目途にシス
テム改修を実施し、平成31年度に稼働予定とのこと
であるが、システム改修が完了するまでの経過措置
（紙で控えを返送する等）は具体的にどう対応するの
か。

厚生労働省

システム改修が完了するまでの経過措置として、遅くとも平成30年度から、紙で控
を返送することを考えているが、
・誤送付を防止するための対策
・社会保険労務士が提出代行した場合の返送方法
・返送にかかる経費
等の課題を解決する必要があるため、返送方法等具体的な内容について今後検
討してまいりたい。

3

雇用関係助成金について、整理・統合も含め、実態
面での簡素化を十分に行った上で、ウェブ上で完結
する手続きとすべきと考えられる。具体的に検討を進
め、基本計画に反映すべきではないか。

厚生労働省

雇用関係助成金に係る手続の簡素化にあたっては、実態面での簡素化が重要だ
と考えており、支給要件の見直し等について、現在省内で検討中である。当該検
討結果を踏まえた上で、次回の基本計画の改定時には実態面の簡素化について
も盛り込むこととしたい。

なお、ウェブ上で完結する手続については、ご指摘を踏まえ、実態面での簡素化を
十分行った上で検討していきたい。

労働基準法等の手続において、電子申請率が１％未
満という現状において、今回の検討チームの審議を
踏まえ、普及・啓蒙の取組を具体的にどのように実
施していくのか。

1

従業員の労
務管理に関
する手続

２．従業員の労務管理に関する手続

指摘事項
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